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  本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせていただいた方、ＦＡＸ番号、メー

ルアドレスを教え頂いた会社さんへお送りし

ております。不要の方はお手数ですがメー

ル、ＦＡＸ、電話等でその旨をご連絡下さい

ますようお願い申し上げます。 

   
 

無料WEB審査受診の勧め 

会社も人と同じく年に1回は健康診断が必要

です。会社の強みや改善点等の自社の状況を知

ることは企業経営に対して重要です。 

ホワイト財団が提供する１時間ほどの無料

WEB審査の受診をお勧めします。 
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管理監督者 

課長や部長は管理監督者なので残業手当の支払

いが不要と判断している会社が多くあります。今

回は労働時間、休憩および休日に関する規定が適

用されない管理監督者等について考えてみます。 

 労働基準法による適用除外・   

労働基準法第４１条で労働時間等の規定は、次

に該当する者には適用しないとしています。 

① 農業、畜産、水産業等に従事する者 

② 監督・管理または機密の事務を取り扱う者 

③ 許可を受けた監視・断続的労働者 

この中で、①は自然条件に大きく影響を受け、

計画的に労働時間を管理することが困難な業種で

す。また③は行政官庁の許可が必要ですから、該

当性に問題は生じません。ところが②は会社が規

定する管理職と法が規定する管理監督者の概念が

異なり、しばしば問題化します。更に管理監督者

の要件は、法令に明確な基準が示されていないこ

とも問題をより複雑化させています。 

 行政による判断基準・ 

厚生労働省の通達（昭 63.3.14 基発第 150

号）に行政による判断基準が記載されています。

これによると管理監督者とは、「部長や工場長等

の労務管理について経営者と一体的な立場にある

者」で、その判断には、 

①労働時間等の規制を超えての労働には割増賃

金を支払うことが大原則であり、人事管理・営業

政策上から任命する役職者のすべてが管理監督者

とは言えない 

②法の規制の枠を超えて活動することが要請さ

れ労働時間等の規制になじまない立場にある 

③賃金等が一般社員に比して優遇されている 

を考慮するとしています。 

 裁判所の判断・  

最高裁判所の判断は未だありません。地方裁判

所や高等裁判所の管理監督者該当性は行政の判断

基準を踏襲して次の観点から判断されています。 

①経営者と一体的な立場の重要な職務と責任・

権限を付与されている 

②労働時間を自己の裁量で管理できる 

③給与等が地位や職責にふさわしい 

裁判例としては、日本マクドナルド割増賃金請

求事件（東京地裁 平２０.１.２８判決）が有名で

す。この事件では、店長を管理監督者であるとし

て時間外割増手当を支払っていなかったが、店長

の給与を時給換算すると、アルバイト社員よりも

少なかったと言うことです。管理監督者でないと

判断されても当然でした。 

給与面では優遇されていても三井住友トラス

ト・アセットマネジメント事件（東京地裁 令

3.2.17 判決）や日産自動車事件（横浜地裁 平

31.3.26 判決）では、管理監督者にふさわしい職

務と責任、権限を与えられていないとして管理監

督者性が否定されています。 

 まとめ・ 

良し悪しは別として労働基準法は労働時間に対

して給与を支払うことが原則です。管理監督者や

裁量労働制による例外が規定されていますが、あ

くまで例外です。例外事案に該当するか否かは厳

密に判断する必要があります。 

管理監督者の例であれば、「法の規制の枠を超

えて活動することが要請され、労働時間等の規制

になじまない」業務であることをまず確認すべき

です。役職名が何であれ、これをクリアしない者

は管理監督者ではありえません。 
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